
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一型の感知方法を使用 ユーザインタラクションを感知するための

第一のセンサ群と、
第二型の感知方法を使用 ユーザインタラクションを感知するための

第二のセンサ群と、を備え、
前記第一およ

び第二のセンサ群 感知 同一位
置に 配置されて成る、デジタルシステムへのユーザ入力のため
の装置。
【請求項２】
　前記第一および前記第二感知方法は同時に感知するように動作可能である請求項１に記
載の装置。
【請求項３】

、ディスプレイスクリーン上に 請求項１に記載の装置。
【請求項４】

前記ディスプレイスクリーンの一部の上に 請求項３に記
載の装置。
【請求項５】
前記第一感知方法は前記ディスプレイスクリーンの一部の上に実現され、前記第二感知方
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する第一の種類の セン
サを有する

する第二の種類の 第二
センサを有する
前記第一および第二の種類のユーザインタラクションが相互に独立であり、

の少なくとも一部が単一フォイルの 層にパターン形成され、
インターリーブするように

前記感知層が 重ね合わされる、

前記感知層が、 重ね合わされる、



法は前記ディスプレイスクリーンの実質的に全体の上に実現される請求項３に記載の装置
。
【請求項６】
前記感知方法の 、前記ディスプレイスクリーンのそれぞれ独立に画定される部分上
に実現される請求項３に記載の装置。
【請求項７】
　前記第一感知方法は電磁ベースの感知方法である請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記第二感知方法は接触圧感知方法である請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記ディスプレイスクリーンはフラットパネルスクリーンである請求項３に記載の装置
。
【請求項１０】
　前記感知方法の少なくとも一つが、それぞれのセンサとの多重同時インタラクションを
読み取る 請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　コンピューティングシステムに付属物として取り付けることが

をさらに備える請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記付属物は電子パッド型面である請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記同一位置に配置されるセンサ群は、フォイルベースの感知配列体として構成される
請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記フォイルベースの感知配列体は

少なくとも 透明フォ
イル 請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記センサの少なくともいくつかは有機導電性材料を含む請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記透明フォイルはパターン形成された フォイルである請求項１４に記
載の装置。
【請求項１７】
　前記パターンは前記フォイルにエッチングされ、それによって

前記センサを形成する請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記パターンは前記フォイルに印刷され、それによって

前記センサを形成する請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　前記パターンはパッシベーションによって導入する請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記フォイルベースの感知配列体は少なくとも二つの重ね合わされた透明フォイルを含
む請求項１３に記載の装置。
【請求項２１】
　前記第一のセンサ群は、前記少なくとも二つの重ね合わされた透明フォイルの各々に埋
め込む請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第二のセンサ群は、前記少なくとも二つの重ね合わされた透明フォイルの各々に埋
め込む請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
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各々が

ことができるセンサ読取りを含む、

できるような接続インタ
フェース

、第二群のセンサと同一位置に配置された前記第一
群のセンサを備えた第二の感知層を有する 第二のパターン形成された

をさらに備える、

前記第一の単一

前記第二群の前記センサ
と同一位置の前記第一群の

前記第二群の前記センサと同一
位置の前記第一群の



　前記第二のセンサ群は、前記少なくとも二つの重ね合わされた透明フォイルの各々に埋
め込む請求項２１に記載の装置。
【請求項２４】
　前記第一および前記第二のセンサ群はそれぞれ、前記フォイルベースの感知配列体にイ
ンタリーブする請求項１３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記第一および前記第二のセンサ群はそれぞれ、前記少なくとも二つの重ね合わされた
透明フォイルのうちの前記第一フォイルにインタリーブする請求項２３に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第一および前記第二感知方法は、それぞれのセンサをスキャンするための異なるレ
ポートレートをそれぞれ有する請求項１に記載の装置。
【請求項２７】
　前記それぞれ異なるレポートレートは、前記第一および第二ユーザインタラクション型
のうちのそれぞれの型との互換性が得られるように選択する請求項２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記第一及び前記第二感知方法はそれぞれ異なる感知分解能レベルを持つ請求項１に記
載の装置。
【請求項２９】
　前記それぞれ異なる感知分解能レベルは、前記第一および第二ユーザインタラクション
型のうちのそれぞれの型との互換性が得られるように選択する請求項２８に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第一感知方法は電磁ベースの感知方法であり、前記それぞれのユーザインタラクシ
ョンがスタイラス操作であり、前記それぞれの分解能レベルはそれぞれの用途との互換性
が得られるように選択する請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記第二感知方法は圧力ベースの感知方法であり、前記それぞれのユーザインタラクシ
ョンが接触であり、前記それぞれの分解能レベルは指先サイズに対して選択する請求項２
９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記感知方法のうちの一つはフォイルベースの感知配列体を含み、前記フォイルベース
の感知配列体は二つの重ね合わされた透明フォイルを含み、感圧センサの第一平行配列体
は前記フォイルのうちの第一フォイル上に配置され、前記第一平行配列体に直交する感圧
センサの第二平行配列体は、相応して前記フォイルのうちの第二フォイル上に配置される
請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記重ね合わされたフォイルは、圧力が加えられたときに一緒に押圧されるように、可
撓性スペーサによって間隔配置される請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記可撓性スペーサは空隙を持つ実質的に非導電性の材料のマトリックスを含み、前記
空隙は、任意の接点に圧力が加えられたときに対応するセンサが接触するように、感圧セ
ンサの前記第一および第二並行配列体の間の接点に対応して配置される請求項３３に記載
の装置。
【請求項３５】
　前記実質的に非導電性の材料は、前記第一のセンサ群の間を分離するように配置する請
求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記可撓性スペーサはスペーサドットを含み、前記スペーサドットは前記第一のセンサ
群の周りに集中する請求項３３に記載の装置。
【請求項３７】
　前記可撓性スペーサは前記フォイルの少なくとも一つに印刷する請求項３３に記載の装
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置。
【請求項３８】
　各センサ群は前記フォイルベースの感知配列体内に配置され、各センサ群は実質的に格
子状に配列する請求項１３に記載の装置。
【請求項３９】
　各感知方法は検知座標を画定するように並べられたセンサの配列を有し、前記感知方法
の少なくとも一つが、多段階スキャンニング動作で前記検知座標をスキャンし、それによ
って複数の位置にホームインするためのスキャンニング制御機能性を備える請求項１に記
載の装置。
【請求項４０】
　前記配列体が格子であり、前記座標がデカルト座標である請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記多段階スキャンニング動作は、前記格子の各軸に沿って一群のセンサをスキャンす
る第一段階、および前記第一段階で示された座標にホームインする第二段階を含む請求項
４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記第一段階は、第一軸の各群の全てのセンサに感知信号を与え、前記第二軸の各セン
サを読み取り、次いで前記第二軸の各群の全てのセンサに感知信号を与え、かつ前記第一
軸の各センサを読み取ることを含む請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記スキャンニング制御機能性は、曖昧さが存在するかどうかを決定し、曖昧さが存在
する場合には、疑わしいセンサは信号を発生させるセンサと定義するように動作可能であ
る請求項４２に記載の装置。
【請求項４４】
　前記スキャンニング制御機能性はさらに、前記軸のうちの第一の軸における各疑わしい
センサを一度に一つづつ選択し、それに感知信号を与え、かつ前記軸のうちの第二の軸に
おける各疑わしいセンサを読み取るように、動作可能である請求項４３に記載の装置。
【請求項４５】
ビジュアルディスプレイスクリーン上に重ね合わせるためのセンサ配列体であって、
第一型のユーザインタラクションを検知するための第一検知システムのセンサおよび第二
型のユーザインタラクションを検知するための第二検知システムのセンサが埋め込まれた
第一透明フォイルと、
前記第一透明フォイル上に重ね合わされ、それから可撓式に離れて配置された第二透明フ
ォイルであって、埋め込まれた前記第一検知システムおよび前記第二検知システムのセン
サをさらに有する第二透明フォイルと、
を備えたセンサ配列体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタイザに関し、さらに詳しくは、コンピューティング装置へのユーザ入力
を受け入れるためのデジタイザに関するが、それに限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　入力装置は一般的に三つの最も普及している技術、マウス、ローラボール、および類似
装置の場合のような移動追跡、タッチスクリーンの場合のような接触技術、およびスタイ
ラスによるようなポインティングシステムのうちの一つを使用する。様々な用途が特定の
入力技術またはシステムに適しているかもしれない。
【０００３】
　接触技術は一般的に、種々の製品用の入力装置として使用される。タッチデジタイザの
使用は、ウェブパッド、ウェブタブレット、タブレット－ＰＣ、ワイヤレススクリーン、
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およびハンドヘルドコンピュータのような新しいモバイル装置の出現のため、急速に成長
している。そのような新しいモバイル装置は通常、機動性の配慮のため、一体化キーボー
ドまたはマウスを装備しておらず、したがって接触入力装置を頻繁に使用する。モバイル
装置と同様に、タッチデジタイザは、マウスが壊れたり外れやすい商店および類似場所で
一般大衆にサービスを提供するコンピュータシステムでも有用であり、またそれらはコン
ピュータを適切に密封することを可能にするので、工場現場のような危険な環境で使用さ
れるコンピュータにも有用である。
【０００４】
　今まで、接触感応ディスプレイは、接触刺激を検出するために種々の技術を使用して実
現されてきた。一例では、ディスプレイ上に透明なオーバレイが配置される。オーバレイ
は、抵抗性、導電性、または容量性とすることのできるセンサの配列を含む。センサは、
ディスプレイスクリーン領域にわたって行列状に配列され、したがって各センサは特定の
接触位置を表わす。別の技術は、接触位置を決定するためにＣＲＴスクリーン全体をスキ
ャンする光信号の処理を含む。さらに別の技術は、ディスプレイの周辺に取り付けられた
力感応トランスデューサの配列を含む。各トランスデューサは接触刺激を受け取ると、様
々な信号を発生する。次いで、これらの信号の相対的大きさを使用して、接触位置を決定
することができる。これらの技術およびその他の主要な欠点は、それらが全て単一入力（
例えばスタイラス、指）の位置の識別を目標としていることである。これらの解決策はど
れも多重入力を同時にサポートしない。
【０００５】
　タブレットＰＣのようなインターネット機器の出現により、コンピュータキーボードの
必要性が明らかになってきた。標準キーボードをタブレットＰＣに接続すると装置の機動
性が低下するので、これらの装置に英数字情報を供給する要求は通常、「オンスクリーン
」キーボードの実現によって満たされる。「オンスクリーン」キーボードとは、ディスプ
レイ上にグラフィック表示されるコンピュータキーボードの方式である。入力は、指また
はスタイラスを使用して、関連グラフィカルキーに連続的に触れることによってもたらさ
れる。しかし、既存の接触技術の内在的構造のため、一度に二つ以上の接触（すなわち二
つ以上のキー）はサポートすることができない。この内在的特性は、「和音キー」として
知られる種類の便利で直感的キーボード操作、例えば同時の「シフト」＋「文字」または
「コントロール」＋「ａｌｔ」＋「削除」を適用することを不可能にする。
【０００６】
　過去に、接触感応入力装置を他の種類のデジタイザと結合する試みがあった。Ｇｒｅｎ
ｉａｎｓによる米国特許第４６８６３３２号は、どちらも同一の透明なフォイル内に組み
込まれたキャパシタンス指感知センサと電磁スタイラスの結合を記載している。Ｇｒｅｎ
ｉａｎｓでは、キャパシタンスを測定するため、および電磁信号をピックアップスタイラ
スに伝送するために、同一導体が使用される。しかし、装置は方法の間で切替えるように
強いられ、それにより非常に低下した位置レポートレートで作動する。Ｇｒｅｎｉａｎｓ
の追加の弱点は、ピックアップスタイラスの使用法である。それは受信器として働き、し
たがってワイヤによってホストシステムに接続しなければならず、あるいは代替的に内部
バッテリおよび送信器を使用しなければならない。どちらのピックアップ構成もモバイル
システムには望ましくない。
【０００７】
　Ｄｕｗａｅｒの米国特許第５２３１３８１号は、一方が指接触に感応し、他方がスタイ
ラス位置に感応し、どちらも同一装置に組み込まれた、二つの独立センサの結合を記載し
ている。Ｄｕｗａｅｒの装置は指接触およびスタイラスを同時に検知することができる。
しかし、二つの独立入力センサの使用法は、通常装置の価格を上昇させるので、大きい弱
点である。さらに、Ｄｕｗａｅｒの装置は多重指接触を検知することができず、したがっ
て和音キー機能性をサポートすることができない。
【０００８】
　Ｐｅｒｓｋｉらへの米国特許出願第０９／６２８３３４号「Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｏｂｊ
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ｅｃｔ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａ　
Ｐｌａｔｆｏｒｍ　ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓａｍｅ」には、透明な導電性オーバレイフォ
イルを使用した電磁ポインティング装置が記載されている。該装置は、ディスプレイの上
に配置されたスタイラスのような物理的オブジェクトの位置およびアイデンティティを検
知することができる。上記の電磁技術は一つまたはそれ以上の電磁ポインタの正確な位置
検知のみならず、複数の物理的オブジェクト、例えばゲーム用の駒の感知が可能である。
しかし、電磁技術は内在的に指接触入力を感知することができず、したがって「オンスク
リーン」または「仮想キーボード」の指方式の操作には適さない。上述の出願をここに参
照によって本書に組み込む。読者は、そこに異なる位置の異なるスタイラスまたは駒の同
時検知を可能にする方法が記載されていることに注意を向けられたい。
【０００９】
　一般的に、指およびスタイラスのインタラクションは、異なる分解能および異なる更新
レベルを持つ異なる検知技術を必要とする。指およびスタイラスの両方のインタラクショ
ンのために単一検知技術を使用する試みが、Ｂｕｃｈａｎａらの米国特許第５５４３５８
９号に記載されており、それは四層－二システムの透明フォイル構成を使用する。両方の
システムが同一接触検知方法を使用するが、一方はスタイラス型インタラクションを感知
することができ、他方は指接触型インタラクションを感知することができるように、異な
る分解能レベルおよび更新レートを持つ。該システムの弱点は、二つの感知システムを使
用する高価格、および四つのフォイル層の使用は、ディスプレイ上に使用したときに、下
にあるスクリーンの可視性を著しく低減することである。Ｂｕｃｈａｎａのシステムの追
加の弱点は、二つの同様の感知システムを使用することから生じる。一例として、完全な
マウスのエミュレーションには、ディスプレイ上をホバリングしている間に、スタイラス
の位置を追跡する必要がある。他方では指接触検知のために不可欠である、そのような機
能を感圧システムによってサポートすることはできない。
【００１０】
　したがって、上記の限界を持たないデジタイザの必要性が広く認識されており、それを
持つことは非常に有利である。
【発明の開示】
【００１１】
　本発明の一態様では、第一型の感知方法を使用してユーザインタラクションを感知する
ための第一センサを有する第一感知システムと、第二型の感知方法を使用してユーザイン
タラクションを感知するための第二センサを有する第二感知システムとを備え、前記第一
および第二センサが感知面上の同一位置に配置されて成る、デジタルシステムへのユーザ
入力のための装置を提供する。
【００１２】
　前記第一および前記第二感知システムは同時に感知するように動作可能であることが好
ましい。
【００１３】
　前記感知面はディスプレイスクリーン上に重ね合わせることが好ましい。
【００１４】
　前記感知面は前記ディスプレイスクリーンの一部の上に重ね合わせることが好ましい。
【００１５】
　前記第一感知システムは前記ディスプレイスクリーンの一部の上に重ね合わせ、前記第
二感知システムは前記ディスプレイスクリーンの実質的に全体の上に重ね合わせることが
好ましい。
【００１６】
　前記感知システムの各々を、前記ディスプレイスクリーンのそれぞれ独立に画定される
部分上に重ね合わせることが好ましい。
【００１７】
　前記第一感知システムは接触圧感知システムであることが好ましい。
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【００１８】
　前記第二感知システムは電磁ベースの感知システムであることが好ましい。
【００１９】
　前記ディスプレイスクリーンはフラットパネルスクリーンであることが好ましい。
【００２０】
　前記感知システムの少なくとも一つが、それぞれのセンサとの多重同時インタラクショ
ンを読み取るためのセンサ読取り動作可能性を備えることが好ましい。
【００２１】
　前記ディスプレイスクリーンはＬＣＤスクリーンであることが好ましい。
【００２２】
　装置は、コンピューティングシステムに付属物として取り付けることができるように、
接続性インタフェースを備えることが好ましい。
【００２３】
　前記ディスプレイスクリーンは電子パッド型面であることが好ましい。
【００２４】
　前記同一位置に配置される感知システムは、フォイルベースの感知配列体として構成さ
れることが好ましい。
【００２５】
　前記フォイルベースの感知配列体は少なくとも一つの透明フォイルを含むことが好まし
い。
【００２６】
　前記センサの少なくともいくつかは有機導電性材料を含むことが好ましい。
【００２７】
　前記透明フォイルはパターン形成された透明フォイルであることが好ましい。
【００２８】
　前記パターンは前記フォイルにエッチングされ、それによって前記センサを形成するこ
とが好ましい。
【００２９】
　前記パターンは前記フォイルに印刷され、それによって前記センサを形成することが好
ましい。
【００３０】
　前記パターンはパッシベーションによって導入することが好ましい。
【００３１】
　前記フォイルベースの感知配列体は少なくとも二つの重ね合わされた透明フォイルを含
むことが好ましい。
【００３２】
　前記第一感知システムのセンサは、前記少なくとも二つの重ね合わされた透明フォイル
の各々に埋め込むことが好ましい。
【００３３】
　前記第二感知システムのセンサは、前記少なくとも二つの重ね合わされた透明フォイル
の各々に埋め込むことが好ましい。
【００３４】
　前記第一および前記第二感知システムのセンサはそれぞれ、前記フォイルベースの感知
配列体にインタリーブすることが好ましい。
【００３５】
　前記第一および前記第二感知システムのセンサはそれぞれ、前記少なくとも二つの重ね
合わされた透明フォイルのうちの前記第一フォイルにインタリーブすることが好ましい。
【００３６】
　前記第一および前記第二感知システムは、それぞれのセンサをスキャンするための異な
るレポートレートをそれぞれ有することが好ましい。
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【００３７】
　前記それぞれ異なるレポートレートは、前記第一および第二ユーザインタラクション型
のうちのそれぞれの型との互換性が得られるように選択することが好ましい。
【００３８】
　前記第一及び前記第二感知システムはそれぞれ異なる感知分解能レベルを持つことが好
ましい。
【００３９】
　前記それぞれ異なる感知分解能レベルは、前記第一および第二ユーザインタラクション
型のうちのそれぞれの型との互換性が得られるように選択することが好ましい。
【００４０】
　前記第一感知システムは電磁ベースの感知システムであり、前記それぞれのユーザイン
タラクションがスタイラス操作であり、前記それぞれの分解能レベルはそれぞれの用途と
の互換性が得られるように選択することが好ましい。
【００４１】
　前記第二感知システムは圧力ベースの感知システムであり、前記それぞれのユーザイン
タラクションが接触であり、前記それぞれの分解能レベルは指先サイズに対して選択する
ことが好ましい。
【００４２】
　前記フォイルベースの感知配列体は二つの重ね合わされた透明フォイルを含み、感圧セ
ンサの第一平行配列体は前記フォイルのうちの第一フォイル上に配置され、前記第一平行
配列体に直交する感圧センサの第二平行配列体は、相応して前記フォイルのうちの第二フ
ォイル上に配置されることが好ましい。
【００４３】
　前記重ね合わされたフォイルは、圧力が加えられたときに一緒に押圧されるように、可
撓性スペーサによって間隔配置されることが好ましい。
【００４４】
　前記可撓性スペーサは空隙を持つ実質的に非導電性の材料のマトリックスを含み、前記
空隙は、任意の接点に圧力が加えられたときに対応するセンサが接触するように、感圧セ
ンサの前記第一および第二並行配列体の間の接点に対応して配置されることが好ましい。
【００４５】
　前記実質的に非導電性の材料は、前記第一感知システムのセンサの間を分離するように
配置することが好ましい。
【００４６】
　前記可撓性スペーサはスペーサドットを含み、前記スペーサドットは前記第一感知シス
テムのセンサの周りに集中することが好ましい。
【００４７】
　前記可撓性スペーサは前記フォイルの少なくとも一つに印刷することが好ましい。
【００４８】
　各感知システムは前記フォイルベースの感知配列体内に配置された一組のセンサを持ち
、各組のセンサは実質的に格子状に配列することが好ましい。
【００４９】
　各感知システムは検知座標を画定するように並べられたセンサの配列を有し、前記感知
システムの少なくとも一つが、多段階スキャンニング動作で前記検知座標をスキャンし、
それによって複数の位置にホームインするためのスキャンニング制御機能性を備えること
が好ましい。
【００５０】
　前記配列体が格子であり、前記座標がデカルト座標であることが好ましい。
【００５１】
　前記多段階スキャンニング動作は、前記格子の各軸に沿って一群のセンサをスキャンす
る第一段階、および前記第一段階で示された座標にホームインする第二段階を含むことが
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好ましい。
【００５２】
　前記第一段階は、第一軸の各群の全てのセンサに感知信号を与え、前記第二軸の各セン
サを読み取り、次いで前記第二軸の各群の全てのセンサに感知信号を与え、かつ前記第一
軸の各センサを読み取ることを含むことが好ましい。
【００５３】
　前記スキャンニング制御機能性は、曖昧さが存在するかどうかを決定し、曖昧さが存在
する場合には、疑わしいセンサは信号を発生させるセンサと定義するように動作可能であ
ることが好ましい。
【００５４】
　前記スキャンニング制御機能性はさらに、前記軸のうちの第一の軸における各疑わしい
センサを一度に一つづつ選択し、それに感知信号を与え、かつ前記軸のうちの第二の軸に
おける各疑わしいセンサを読み取るように、動作可能であることが好ましい。
【００５５】
　本発明の第二態様では、少なくとも二つの圧力位置を検知するための感圧装置であって
、
　検知座標を画定するように並べられた圧力センサの配列体と、
　多段階スキャンニング動作で前記検知座標をスキャンし、それによって前記少なくとも
二つの圧力位置にホームインするためのスキャンニング制御機能性と
を備えた装置を提供する。
【００５６】
　本発明の第三態様では、ビジュアルディスプレイスクリーン上に重ね合わせるためのセ
ンサ配列体であって、
　第一型のユーザインタラクションを検知するための第一検知システムのセンサおよび第
二型のユーザインタラクションを検知するための第二検知システムのセンサが埋め込まれ
た第一透明フォイルと、
　前記第一透明フォイル上に重ね合わされ、それから可撓式に離れて配置された第二透明
フォイルであって、埋め込まれた前記第一検知システムおよび前記第二検知システムのセ
ンサをさらに有する第二透明フォイルと、
を備えたセンサ配列体を提供する。
【００５７】
　本発明のさらなる態様では、ビジュアルディスプレイスクリーン上に重ね合わせるため
の感圧配列体であって、
　第一組の平行な圧力センサを有する第一透明フォイルと、
　前記第一透明フォイル上に重ね合わされ、第二組の平行な圧力センサを有する第二透明
フォイルであって、前記第一および第二組の透明フォイルがそれぞれ直交するように配向
された第二透明フォイルと、
　前記第一透明フォイルと前記第二透明フォイルとの間に配置されて前記フォイル間を分
離する実質的に非導電性のスペーサであって、前記スペーサが圧力が加えられた位置付近
でそれぞれのフォイル上の圧力センサ間の接触が可能となるように可撓性であり、それに
よって接触した圧力センサ間で信号が転送されるように構成されたスペーサと、
　前記圧力センサによって画定される格子上の各接点に関する曖昧な圧力情報を提供する
ような仕方で、前記センサに信号を与え、かつ出力を読み出すようにスキャンニング動作
を制御するためのスキャンニング制御装置と、
を備えた感圧配列体を提供する。
【００５８】
　前記スキャンニング動作は、各フォイル上のセンサ群をスキャンする第一段階、および
前記第一段階で示された接点にホームインし、それによって複数位置の圧力の同時印加を
検知する第二段階の二段階で構成されることが好ましい。
【００５９】
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　各スキャンニング動作は、各接点の個別試験を含む網羅的なスキャンニング動作である
ことが好ましい。
【００６０】
　前記第一段階は、前記フォイルのうちの一方のフォイル上の各センサに信号を出力し、
前記フォイルのうちの他方のフォイル上の各センサで検知し、次いで前記他方のフォイル
上の各センサに信号を出力し、前記フォイルのうちの前記一方のフォイル上の各センサで
検知することを含むことが好ましい。
【００６１】
　前記第二段階は、前記第一段階で示された前記フォイルのうちの一方のフォイル上の各
センサに信号を出力し、前記フォイルのうちの他方のフォイル上の前記第一段階で示され
た各センサで検知することを含むことが好ましい。
【００６２】
　前記スキャンニング制御装置が、圧力印加パターンの最速の起こり得る変化の実質的に
二倍の頻度で前記二段階の各々を実行するように動作可能であることが好ましい。
【００６３】
　本発明の第四態様では、格子状に配列された複数の圧力感応点を感知して、複数の前記
点における圧力の同時印加を検知するための方法であって、前記格子の前記圧力点の各々
について曖昧な圧力検出結果が得られるように前記格子を試験することを含む方法を提供
する。
【００６４】
　好ましくは、前記試験は、
　前記格子の一軸上の複数のセンサの各々に信号を出力することと、
　前記格子の第二軸上の複数のセンサの各々で検知することと、
　前記格子の前記第二軸上の前記複数のセンサの各々に信号を出力することと、
　前記格子の前記第一軸上の前記複数のセンサの各々で検知することと、
　前記検知から、曖昧さの源と考えられるセンサを推定することと、
　前記曖昧さを解決するためにさらなる出力および検知を実行することと、
を含む。
【００６５】
　前記出力のさらなる実行は、前記軸のうちの一方を選択し、かつその上にある前記可能
な曖昧さの源の各々に信号を出力することを含み、前記検知が、各々の前記出力に対し、
前記軸のうちの他方の軸上にある前記考えられる曖昧さの源の各々で検知することを含む
ことが好ましい。
【００６６】
　前記試験は、個別に前記圧力点の各々の網羅的試験を含むことが好ましい。
【００６７】
　特に別途に定義しない限り、本書で使用する全ての技術的および科学的用語は、本発明
が属する技術分野の通常の熟練者が一般的に理解しているのと同じ意味を持つ。本書で提
示する材料、方法、および例は単なる例証であって、限定の意図は無い。
【００６８】
　本発明の方法およびシステムの実現は、選択されたタスクまたはステップを手動的に、
自動的に、またはそれらを組み合せて実行または達成することを含む。さらに、本発明の
方法およびシステムの好適な実施形態の実際の計装および装備によれば、本発明の一部は
ハードウェアを必要とするが、特定の選択されたステップはハードウェアによって、また
はいずれかのオペレーティングシステムもしくはいずれかのファームウェア上のソフトウ
ェアによって、またはそれらの組合せによって実現することができる。例えばハードウェ
アとして、本発明の選択されたステップはチップまたは回路として実現することができる
。ソフトウェアとして、本発明の選択されたステップは、いずれかの適切なオペレーティ
ングシステムを使用してコンピュータによって実行される複数のソフトウェア命令として
実現することができる。いずれの場合も、本発明の方法およびシステムの選択されたステ
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ップは、複数の命令を実行するためのコンピューティングプラットフォームのようなデー
タプロセッサによって実行されると記述することができる。
【００６９】
　本発明をここで、単なる例として、添付の図面を参照しながら説明する。今から特に図
面を参照しながら詳細に説明するが、図示する細部は例であって、本発明の好適な実施形
態を分かり易く説明することを目的としており、本発明の原理および概念的側面の最も有
用かつ容易に理解できる説明であると信じられるものを提供するために提示するものであ
ることを強調しておく。これに関し、本発明の構造上の細部を本発明の基本的な理解に必
要である以上に詳しく示すことはしないが、図面に即した説明は、本発明の幾つかの形態
をいかに実施することができるかを、当業者に明らかにする。
　図１は、本発明の第一の好適な実施形態に係る二重技術センサの簡易ブロック図である
。
　図２は、仮想キーボードを示すスクリーンディスプレイである。
　図３は、本発明の好適な実施形態に係る二層感知配列体にレイアウトされた導体を示す
略図である。
　図４は、図３の配列体のフォイルの一つの拡大を示す簡易図である。
　図５は、本発明の好適な実施形態に係る、相互に重ね合わされかつスペーサによって分
離された二つのフォイルを示す簡易縦断面図である。
　図６は、フォイル間に配置された分離層を上から見た簡易平面図である。
　図７は、図１のデジタル処理装置の好適な実施形態の簡易ブロック図である。
　図８は、単一接触を検知するための装置を示す簡易配線図である。
　図９は、センサの同時多重接触を検知するための手順の第一の好適な実施形態を示す簡
易フローチャートである。
　図１０は、センサの同時多重接触を検知するための手順の第二の、より効率的な実施形
態を示す簡易フローチャートである。
　図１１は、センサの同時多重接触を検知するための手順の第三の、より正確な実施形態
を示す簡易フローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７０】
　本実施形態は、物理的オブジェクトの位置、および関連する場合にはアイデンティティ
を検知することができ、さらに、ディスプレイ上での直接指入力を可能にすることができ
る、パターン形成された透明な導電性フォイルシステムを開示する。実施形態の主な用途
は、「オンスクリーン」または仮想キーボードのスタイラス操作および自然かつ直感的指
操作の両方を可能にすることである。実施形態は単一デジタイザシステムを提供するので
、モバイル装置に組み込むのに特に有用である。しかし、それらは、ユーザがコンピュー
タシステムとインタラクトする必要があるどんな状況でも、直感的かつ柔軟なデータ入力
またはユーザインタラクションシステムとして有用である。
【００７１】
　本実施形態はまた、多重同時接触を感知することができ、かつしたがっていわゆる和音
操作をサポートすることができるタッチスクリーンをも開示する。
【００７２】
　実施形態はしたがって、上述した先行技術の弱点を克服するような仕方で仮想キーボー
ドをサポートするために使用することができる。実施形態は、電磁技術および接触感応技
術を単一の透明なフォイルシステムに結合する。加えて、好適な実施形態は、同時の二つ
以上の接触入力を検知することを可能にし、それによって和音キー操作を可能にする。
【００７３】
　さらに詳しくは、本発明の実施形態は、スタイラスのような物理的オブジェクトの電磁
気学を使用した検出、および単一の透明なオーバレイフォイルシステムを使用した指接触
操作の検出の両方をサポートする、新しい型のフラットパネルディスプレイデジタイザを
提供する。
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【００７４】
　実施形態は、コンピューティングシステムの一部の内蔵品として、またはアドオン付属
物として設けることができる。
【００７５】
　本発明に係るデジタイザの原理および動作は、図面および付随する説明を参照すること
によって一層よく理解することができる。
【００７６】
　本発明の少なくとも一実施形態を詳細に説明する前に、本発明はその適用を以下の説明
で記述し、あるいは図面に示す構成部品の構造および配列の詳細に限定されないことを理
解されたい。本発明は他の実施形態が可能であり、あるいは様々な方法で実施または実行
することができる。また、本書で用いる語法および専門用語は説明を目的とするものであ
って、限定とみなすべきではないことも理解されたい。
【００７７】
　今、図１を参照すると、それは、本発明の第一の好適な実施形態に係る一体化技術のデ
ジタイザを示す簡易ブロック図である。例えばモバイルコンピューティング装置に組み込
むためのデジタイザ１０は、電磁気および接触感応性透明導体を結合した、透明な感知配
列体１２を含む。センサ配列体１２は一般的に、ＬＣＤまたは他の種類のコンピュータデ
ィスプレイ上に配置される。好ましくはセンサのフレームに取り付けられるフロントエン
ドＡＳＩＣ１４は、電磁気センサ導体によって出力される信号を処理し、標本化する。標
本化された信号は好ましくは、電磁気サブシステム専用であり、以下で電磁（ＥＭ）バス
１８と呼ぶデータバス１８を介してデジタル処理装置１６に転送される。抵抗バス２０は
、デジタル装置１６とタッチセンサとの間で接触信号を転送する。接触信号の場合、バス
に沿っての信号転送は、後でさらに詳細に説明する通り、双方向である。
【００７８】
　デジタル装置１６は、電磁気および接触感応信号の両方を処理することが好ましい。後
でさらに詳細に説明する通り、処理の結果は、電磁気的に突き止められ、かつ／または識
別されたオブジェクト、例えば一つまたはそれ以上のスタイラスの一連の位置、およびセ
ンサに接触した一つまたはそれ以上の指の位置である。デジタルプロセッサの出力は、イ
ンタフェース２４を介してホストコンピューティング装置２２に転送することが好ましい
。好適な実施形態では、デジタルユニットは、単純なシリアルインタフェースを介してホ
ストと通信する。ＵＳＢのような追加インタフェースを使用することもできる。
【００７９】
　ホストコンピュータはスタイラスの位置およびモードをマウス入力として解釈すること
が好ましい。今、図２を参照すると、それは仮想キーボードを使用するモバイルコンピュ
ーティング装置の典型的なディスプレイ３０を示す簡易スクリーン図解である。ホストス
クリーンディスプレイに一般的に提示することができる種類の仮想キーボード３２が示さ
れている。仮想キーボードは、標準キーボードレイアウトに配列された標準キーボードキ
ーの図解を含む。ユーザは、指またはスタイラスのようなポインティング装置のいずれか
を使用して、スクリーンのディスプレイのキーに対応する位置に触れることができ、検知
された位置は対応するキーボード入力と解釈される。
【００８０】
　本発明の好適な実施形態では、接触検知は、キーボードが配置されそうな画面の下方部
分にだけ延在し、スタイラス感知はスクリーン全体に延在する。そのような実施形態は部
品数の低減を導き、したがってより大きい信頼性に結びついたコストの低減を導く。当業
者は、各感知システムがスクリーンの一部分だけに限定されるものを含め、他の構成が可
能であることを理解されるであろう。
【００８１】
　米国特許出願第０９／６２８３３４号には、フラットパネルディスプレイの頂面に配置
されたスタイラスのような物理的オブジェクトを検出することができる、電磁気ベースの
感知システムが記載されている。そこに開示された実施形態は、一方が一組の縦導体を含

10

20

30

40

50

(12) JP 4038480 B2 2008.1.23



み、他方が一組の横導体を含む、好ましくは有機導電線がパターン形成されて成る、二つ
の透明フォイルから作られたシステムを記載している。物理的オブジェクトは、二組のフ
ォイルを取り囲む励磁コイルによって付勢される共振回路を含む。付勢のためのトリガ信
号は、事前設定された間隔で信号ジェネレータによって提供されることが好ましい。物理
的オブジェクトの正確な位置は、こうして付勢された結果として物理的オブジェクトによ
って出力される信号を処理することによって決定される。出力された信号は、横および縦
導体の格子によって感知される。信号処理は周囲のセンサ間の捕間を見込んでいるので、
感知分解能は格子サイズより高い。
【００８２】
　上記の出願と同様に、本発明の好適な実施形態では、物理的オブジェクトの共振回路に
よって送信される電磁信号の発振は、導体の二次元マトリックスによって感知することが
できる。導電線は透明フォイル上にパターン形成され、線間は非導電性領域によって分離
される。しかし、本発明の実施形態では、導電ストライプ（代替的に圧力ストライプと呼
ばれる）が、フォイルの各々における電磁導体の間にパターン形成される。これらの導電
ストライプは、接触圧力を感知するのに使用される。導電線および圧力ストライプは有機
導電性材料から作成することが好ましい。
【００８３】
　導電線は、均一の導電層からエッチングすることによって形成することができ、あるい
はフォイル上に印刷することができる。さらなる代替実施形態では、一層の導電性材料を
設け、次いで導電が必要でない場所にパッシベーションプロセスを行なう。
【００８４】
　今、図３を参照すると、それは、本発明の好適な実施形態に係る二層感知配列体上にレ
イアウトされた導体を示す略図である。図３で使用される配列体は抵抗マトリックスとし
て知られている。配列体４０は透明導体の二次元格子から形成することが好ましい。配列
体は、第一組の平行導電線４２を含む第一フォイル層および第二組の平行導電線４４を含
む第二フォイル層の二つのフォイル層を含むことが好ましい。フォイルは、第二組の平行
導電線が第一組に対して実質的に直交するように配置することが好ましい。
【００８５】
　好適な実施形態では、接触感応性の幅広導電ストライプ４６は、第一および第二層の各
々におけるＥＭ感応性の狭幅導電線４８の間にパターン形成される。接触感応性ストライ
プは必ずしも幅広である必要はないことに注意されたい。別の好適な実施形態では、それ
らは導電線と同じ幅である。導電ストライプ間の間隔は、それが指を検知する必要のある
分解能レベルに適するように選択することが好ましい。ＥＭ感応性の狭幅線は、スタイラ
スからの電磁放射を検知し、信号処理のレベルに依存する分解能レベルを有する。分解能
レベルは導電ストライプより高いことが好ましく、関連用途の要件に合わせて選択するこ
とが好ましい。周囲のセンサ線で受け取る信号間の捕間を実行することによって、高い分
解能を達成することができる。
【００８６】
　今、図４を参照すると、それは、図３の配列体のフォイルの一つの拡大を示す簡易図で
ある。層は、一実施形態では、格子の配向の一方、すなわち縦または横の平行な導体を含
む。接触圧力を感知するのに使用される接触感応性の幅広導電ストライプ５０および５２
は、電磁アンテナとして使用される導電線５４、５６および５８の間にパターン形成され
る。このようにして、導電ストライプは二つのフォイルの各々の上の導電線の対の間にパ
ターン形成される。次いで二つのフォイルは重ね合わされて、一つの透明フォイル上に配
置された横ストライプおよび網一つの透明フォイル上に配置された縦ストライプを含む二
次元格子を形成する。
【００８７】
　今、図５を参照すると、それは、本発明の好適な実施形態に係る、相互に重ね合わされ
、かつスペーサによって分離された二つのフォイルを示す簡易縦断面図である。
【００８８】
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　二つのフォイル６０および６２はそれぞれ、横センサパターンおよび縦センサパターン
を含む。フォイルは相互の上に組み立てられ、非導電性分離層６４によって分離される。
各フォイルは導電面６６および６８をそれぞれ有する。フォイルは、各フォイルの導電側
が他方のフォイルに対面するように配設される。
【００８９】
　今、図６を参照すると、それは分離層６４を上から見た図を示す簡易図である。上述し
た通り、フォイルの間に配置される分離層６４は、電磁導体のパターンと一致するように
構成された、縦７０および横７２の非導電性分離線の二次元マトリックスを含むことが好
ましい。マトリックスは、非導電性分離線の間に配置された空隙７４を含むことが好まし
い。分離層６４は、電磁線が相互に接触したり、あるいは反対側のフォイル上の感圧性ス
トライプのいずれかに触れるのを防止することによって、かつそれぞれのフォイル上の感
圧性ストライプが相互に接触するのを通常防止することによって、回路短絡を防止する。
【００９０】
　加えて、マトリックスは弾性材料製である。分離層６４は、上述の通り、縦および横の
導電ストライプ間に物理的空隙を形成し、こうして、圧力が印加されないときに、ストラ
イプが相互に接触するのを防止することによって、圧力の感知を可能にする。しかし、圧
力を印加するとマトリックスは圧搾され、上下層のストライプが空隙７４の領域で接触す
る。同時に、マトリックスの分離線はそれらの間に非導電性分離を設けており、それは圧
力の印加時にも保持されるので、隣接する電磁線の間に接触は起きない。
【００９１】
　分離層６４のパターン形成は、特定量の追加余裕をもって、電磁導体のパターンと実質
的に一致することが好ましい。分離層はこうして、方形または矩形の非導電性マスクを含
むことができる。マスクは、センサ製造プロセスの一環として、透明な非導電性接着剤を
使用して、フォイル層上に印刷することが好ましい。代替的に、それは、フォイルに塗布
された非導電性材料の層からエッチングすることができる。透明な非導電性接着剤とは別
に、他の透明または半透明な非導電性材料も適しているかもしれず、透明性および半透明
性はフォイルに使用される層の厚さに関係すると考えられる。さらに、電磁導体は特に薄
いので、スクリーンの表示を妨害することなく、不透明な材料のマスクを作成することが
可能であるかもしれず、そのような実施形態は、映像に対する小さい妨害が重大ではない
ＣＮＣ装置のような特定の産業用分野に特に適しているかもしれない。
【００９２】
　本発明の代替実施形態では、分離層６４はスペーサドットのマスクを含む。高密度のそ
のようなスペーサドットは電磁導体の領域に配置され、それらが相互に接触したり、ある
いは感圧ストライプに接触することを防止する。より低密度のドットは、圧力が加えられ
ないときにはストライプが相互に接触するのを防止するが、接触圧力により容易に接触す
ることを可能にするのに充分なように、感圧ストライプ間の接点の領域に配置される。別
の好適な実施形態では、接点領域にはドットを設けない。
【００９３】
　今、図７を参照すると、それは、図１のデジタル処理装置１６の好適な実施形態の簡易
ブロック図である。デジタル処理装置１６は、タッチインタフェース８０およびＥＭイン
タフェース８２の二つのインタフェースを含む。タッチインタフェース８０は信号を提供
し、センサ接触導体から入力を受け取る。ＥＭインタフェース８２は、ＥＭセンサから信
号を受け取るフロントエンドＡＳＩＣ１４と共に動作する。ＥＭインタフェースは、様々
なフロントエンド１４で標本化されたシリアル入力の信号を受け取り、それらをパラレル
表現にパックする。デジタル信号処理装置（ＤＳＰ）８４はタッチインタフェースおよび
ＥＭインタフェースの両方に接続され、それぞれのインタフェースからのデータを処理し
て、ＥＭサブシステムによって検知されるスタイラスのような物理的オブジェクトの位置
、および接触サブシステムによって検知される指接触の位置の両方を決定する。ＤＳＰに
よって算出された位置は、リンク、例えばシリアルリンク８６を介して、ホストコンピュ
ータに送られる。ＤＳＰはフラッシュメモリ８８およびＲＡＭ９０に関連付けられること
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が好ましい。ＤＳＰ演算コードは、フラッシュメモリ８８に格納することが好ましく、標
本化データはＲＡＭ９０に格納することが好ましい。信号ジェネレータ９１は、ＥＭサブ
システム用のトリガ信号を提供する。
【００９４】
　好適な実施形態では、タッチインタフェース８０はＰＬＤ（プログラマブル論理素子）
によって実現される。各圧力ストライプは、入力および出力の両方として使用することの
できるＰＬＤ　ＩＯピンの一つに直接接続される。代替的に、入力および出力信号を増幅
するために、ＰＬＤとセンサ導体との間に双方向バッファを配置することができる。
【００９５】
　今、図８を参照すると、それは、単一接触を検出するための装置を示す簡易配線図であ
る。上述の通り、タッチインタフェース８０を実現するＰＬＤ９１は、この場合は出力と
して使用されるそのＩＯピン９２の一つに、一般的には静的ＤＣレベルの信号を出力する
。信号は縦ストライプ９４に提供される。縦ストライプ９４は横ストライプ９６との通常
非接触接点を有し、次に横ストライプはプルダウン抵抗器９８に接続される。縦導体９４
が横導体９６と接触しない限り、プルダウン抵抗器９８は、横導体９６に接続されたＰＬ
Ｄ入力ピン１００の入力電圧を低レベルにする。指の圧力は縦ストライプ９４および横ス
トライプ９６を接続し、出力ピン９２の高電圧を入力ピン１００に移送させる。ＰＬＤ入
力で検出された高レベルは、接触検知と解釈される。
【００９６】
　ＤＳＰ８４は、ＰＬＤ９１のＩＯピンの構成および状態を制御することが好ましい。Ｄ
ＳＰ８４は、どのピンが現在出力またはトリガ信号を提供しているか、かつどれが入力の
検出に設定されているかを決定する。すなわち、それはＩ／Ｏピンのうちのどれが「１」
に設定され、どれが「０」に設定されているかを決定し、かつそれは入力ピンのレベルを
読み取る。二つ以上の出力を同時に「１」に設定することができ、「０」についても同様
である。
【００９７】
　今、図９を参照すると、それは、同時多重指接触を検出するために接触検知器を循環す
るための手順の第一の好適な実施形態を示すフローチャートである。図９の手順に従って
、格子軸の一つにおける圧力ストライプの各々を一度に一つのストライプづつループし、
直交する軸上の格子ストライプの各々における信号を次々に読み取ることによって、多重
接触検知を達成することができる。
【００９８】
　さらに詳しくは、軸の一方、縦または横のいずれかをトリガ用に選択し、他方を読取り
用に選択する。読取り用に選択した軸、例えば横軸では、各ストライプは上述したように
一般的にプルダウン抵抗器によって入力に設定され、それは実際には低位状態を意味する
。次いで、直交軸、例えば縦軸におけるストライプのうちの最初のものが１に設定される
。横ストライプの各々が今読み取られる。横ストライプのいずれかにおける１の存在は、
その横ストライプと第一の縦ストライプとの間の接点に指があることを示す。プロセスは
、スクリーン全体がスキャンされるまで、縦ストライプの各々について一つづつ繰り返さ
れる。
【００９９】
　信頼できる結果を得るために、循環は、指がスクリーン上でタイプする可能性のある最
高速度と少なくとも同じ速度で実行することが好ましい。図９の手順の弱点は多数の検出
ステップである。該手順はｎ＊ｍ段階を必要とする。ここでｎは縦ストライプの個数を表
わし、ｍは横ストライプの個数を表わす。そのような手順を使用して、上述した速度を達
成することは難しい。
【０１００】
　今、図１０を参照すると、それは、多重接触を検知するためのより高速の手順を示す簡
易フローチャートである。信号、一般的に「１」が、一方の軸のストライプ群に印加され
る。該群は一般的に、その軸の全てのストライプとすることができる。その後、他方の軸
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のストライプの各々の入力が次々に読み取られる。次いで、同じ信号が第二軸のストライ
プ群に印加され、第一軸のストライプの各々で読取りが行なわれる。使用した群が軸全体
である場合には、図１０の手順はｎ＋ｍステップを必要とし、図９のそれに対してかなり
の低減である。しかし、該手順は、全ての可能な接触の組合せの間で区別することができ
ず、したがって部分的にしか信頼できない。特に、各軸に二つまたはそれ以上の信号検知
が存在する場合には、曖昧さが生じる。
【０１０１】
　今、図１１を参照すると、それは、多重接触を検知するための手順の第三の好適な実施
形態を示す簡易フローチャートである。
【０１０２】
　図１１の実施形態では、図９および１０の両方の手順を結合して、完全に信頼できる検
出アルゴリズムを生成する。図１１の手順の第一段階は、単に図１０の手順を実行するこ
とである。すなわち、第一信号を一方の軸の全てのストライプに印加し、他方の軸で応答
を探す。次いで、第二信号を他方の軸の全てのストライプに印加しながら、第一軸で応答
を探す。
【０１０３】
　図１０の手順の結果を使用して、曖昧さが存在するかどうかを決定し、存在する場合に
は、どのストライプが疑わしいストライプとみなすことができるかを決定する。両方の軸
に二つ以上の検知信号がある場合、曖昧さが存在するとみなされる。そのような場合、疑
わしいストライプとは、検知信号を発生したストライプである。そのような場合、曖昧さ
を解消する。そのような解消を達成するために、アルゴリズムは、軸の一方における疑わ
しいストライプの各々を次々にループし、他方の軸の疑わしいストライプの各々の応答を
探す。したがって、該手順は、曖昧さが存在しない限り、ステップの数はｎ＋ｍのままで
あるので、処理時間に対してほとんどコストを掛けずに明白な結果を提供することができ
る。曖昧さが存在する場合には、追加される追加ステップの数は、疑わしいストライプの
積にすぎない。好適な実施形態では、ループ用に選択する軸は、疑わしいストライプの数
が小さい方の軸である。したがって、第一軸にｐ個の疑わしいストライプがあり、第二軸
にｑ個の疑わしいストライプがある場合、ステップの総数はｎ＋ｍ＋（ｑ＊ｐ）である。
【０１０４】
　本発明の追加の目的、利点、および新規の特徴は、限定するものと意図されていない以
下の例を考察することにより、当業の通常の熟練者には明らかになるであろう。加えて、
本書で上述しかつ請求の範囲に記載する本発明の様々な実施形態および態様の各々が、以
下の例に実験的裏づけを見出すであろう。
【０１０５】
　分かり易くするために別個の実施形態の文脈で説明した本発明の特定の特徴は、単一の
実施形態で組み合せて提供することもできることを理解されたい。逆に、簡潔にするため
に単一の実施形態の文脈で説明した本発明の様々な特徴を別々に、または任意の適切な部
分組合せにより提供することもできる。
【０１０６】
　本発明を特定の実施形態に関連して説明したが、多くの代替、変形、および変化が当業
者には明らかになることが明白である。したがって、請求の範囲に記載する精神および幅
広い範囲内に該当する代替、変形、および変化を全て包含するつもりである。本明細書に
示した全ての刊行物、特許、および特許出願は、あたかも個々の刊行物、特許、または特
許出願の各々が明確かつ個別に参照によって本書に組み込まれると指摘されたかのように
、その場合と同程度に、参照によってそっくりそのまま本明細書に組み込まれる。加えて
、本願における参考文献の引用または識別は、そのような文献が本願の先行技術として利
用可能であることの承認とは解釈されないものとする。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】図１は、本発明の第一の好適な実施形態に係る二重技術センサの簡易ブロック図
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である。
【図２】図２は、仮想キーボードを示すスクリーンディスプレイである。
【図３】図３は、本発明の好適な実施形態に係る二層感知配列体にレイアウトされた導体
を示す略図である。
【図４】図４は、図３の配列体のフォイルの一つの拡大を示す簡易図である。
【図５】図５は、本発明の好適な実施形態に係る、相互に重ね合わされかつスペーサによ
って分離された二つのフォイルを示す簡易縦断面図である。
【図６】図６は、フォイル間に配置された分離層を上から見た簡易平面図である。
【図７】図７は、図１のデジタル処理装置の好適な実施形態の簡易ブロック図である。
【図８】図８は、単一接触を検知するための装置を示す簡易配線図である。
【図９】図９は、センサの同時多重接触を検知するための手順の第一の好適な実施形態を
示す簡易フローチャートである。
【図１０】図１０は、センサの同時多重接触を検知するための手順の第二の、より効率的
な実施形態を示す簡易フローチャートである。
【図１１】図１１は、センサの同時多重接触を検知するための手順の第三の、より正確な
実施形態を示す簡易フローチャートである。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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